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業務メニューと報酬額 
 

※ 金額はいずれも消費税別、源泉税込みです。 

※ 以下は一応の目安であり、依頼主様のご希望を考慮し、協議により決定いたします。 

 
Ⅰ 人事・労務相談顧問（いつでも何でも安心相談） 
 
 

社員数 月額報酬 
１～２０人 ２０，０００円 
２１～５０人 ３０，０００円 
５１～１００人 ４０，０００円 
１０１人～  ５０，０００円～ 

 

 

※ 社員数には、常用（1 年以上の雇用見込み）のパート、契約社員、アルバイト、登録
型派遣スタッフ、登録型介護ヘルパ―等、名称の如何にかかわらず、雇用契約に基づ
く社員全員が含まれます。契約時の社員数が契約の途中で大幅に変動した場合は、別
途改定協議をさせていただく場合があります。 

※ 原則として、メール、FAX、電話、ご来訪対応等になりますが、適宜訪問対応いたし
ます。 

※ 労働組合がある場合は最大 50％の範囲内で加算させていただきます。 

※ 入退者等に伴う手続き、労働保険年度更新、社会保険算定基礎届等の定型手続きおよ
び給与計算業務は、代行いたしません。（アドバイス、ご相談等には対応） 

 

＜人事・労務相談顧問対象業務＞ 
 
○ 労働関係・社会保険関係各法に基づく労務管理相談全般 

○ 上記以外の何でも相談（当職で対応不可能の場合は当該分野の専門家を紹介する場合
があります。） 

○ 労務管理に必要な法律情報、法改正、各種雇用関連助成金、経営労務管理に必要有為
な情報発信（事務所便り・メールマガジン他） 

○ 法令による必要な労務管理書類作成支援（36協定、賃金控除協定、労働条件通知書等） 
 

※　原則として助成金申請代行はいたしません。
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○ ご要望に応じたその他の手続き支援（育児休業関係、労災申請、傷病手当金手続き、

その他） 

○ 行政からの調査、アンケート等への対応（アドバイス支援） 

○ 是正勧告への対応（是正報告書類作成、アドバイス支援または代行対応） 

○ 労務診断（ご要望により） 

○ 事業主様からの何でも相談 

○ その他（ご依頼内容によって、対応・報酬等を協議いたします。） 

 

 

【 契約期間 】 

① 原則として契約確認月の翌月初日より 1 年間といたします。 

② ご契約後、不要その他の理由により双方または一方からの申し出がある場合を除き、

1 年ごとの自動更新と致します。 

③ 契約期間途中での解約申し出は、原則として 1 ヶ月前とさせていただきます。 

 

 

【 県外・佐渡への出張訪問費用 】  

・ 出張費用      10,000 円／日（日当、諸雑費含む） 

・ 交通費       JR 新幹線またはジェットフォイル・航空機による往復普通運賃    

レンタカー代金等実費相当概算額 

・ 宿泊費等諸費用   20,000 円／日 
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＜顧問契約を前提とした別途報酬業務＞ 

 
▲ 就業規則等各種規程類作成代行業務・・・15万円（本則、賃金、育児介護規程、その
他の各種付属規程含む。但し原則として退職金規程、派遣スタッフ就業規則等は除
く・・・別途） 

▲ 個別カウンセリング（事業主様以外）・・・1万円／50分（2回目以降 7千円／50分） 
▲ 各種雇用関連助成金申請代行業務・・・助成金額の 20％～30％ 

▲ 組合、ユニオンに対する対応（打ち合わせ、書面作成、団体交渉同席対応等）・・1回
20,000円＜弁護士さんを紹介する場合があります。＞ 

▲ 社内又は所属団体向け研修・・・2万円／時 

※テーマによっては専門家を紹介します。報酬額は当事者とご相談ください。 

▲ その他、特殊な手続き相談等・・・別途協議させていただきます。 

 

 
Ⅱ スポット契約（単発業務対応型） 

 
※ 入退者等に伴う手続き、労働保険年度更新、社会保険算定基礎届等の定型手続きは、
代行いたしません。 

※ 顧問先様対応優先 

※ 顧問先同一業務より高報酬額 

 １ 相談報酬  

① 電話相談 

・1時間以内  10,000円  以後、30分ごとに  5,000円 

② 訪問相談 

・基本料金  15,000円（面談１時間以内／以後、30分ごとに 5,000円） 
・新潟市外への訪問は致しません。 

③ 来訪相談 

・基本料金  10,000円（面談１時間以内／以後、30分ごとに 5,000円） 
 

 

 

※　助成金申請代行はいたしません。
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２ 上記１に伴う準備及び書類等作成、回答書面等作業を伴う業務（含む FAX、メール）  
・ 依頼業務に対する対応時間（含む手直し、補強等）×5,000円／30分 

※ 上記１に加算されます。 

 

３ 就業規則作成代行  

＜社員就業規則＞ 

① 本則 150,000円 

② 賃金規程（人事評価型賃金規程は除きます。） 50,000円 

③ 育児介護休業規程 30,000円 

④ その他の諸規程 1件、20,000円～50,000円 

⑤ 登録型派遣スタッフ就業規則  200,000円 

⑥ 無期転換派遣スタッフ就業規則 200,000円 

⑦ その他の規則及び特殊な規程 別途協議 

※ 診断（無料）から所轄監督署への届け出まで。 

※ ヒアリング（目的、作成期間、ご希望規程など）→ 素案提示、説明、ご要望 → 修
正打ち合わせ（繰り返し） → 完成 → 周知 → 届出 

※ 期間 3ヶ月～6ヶ月（電話、FAX、メール、訪問による打合せ回数 5～10回程度） 

 

４ 研修講師  

メンタルヘルス研修、労務管理研修、法改正研修など・・・3万円／時 

※テーマによっては専門家を紹介します。報酬額は当事者とご相談ください。 

 

５ 許可申請代行手続き報酬  

・ 労働者派遣事業許可申請代行＝150,000円 

・ 有料職業紹介事業許可申請代行 ＝150,000円 
※ 別途、着手金 30,000 円を申し受けます。（作業着手前） 

※ 不許可等の場合は着手金以外の報酬を一切請求いたしません。 

 

６ 個別カウンセリング  

・10,000円／1名 1回 50分（2回目以降 7,000円） 

・カウンセリングは基本的に当事務所にて当事務所の産業カウンセラー職員が当たります。 
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７ その他  

・ご要望に応じ、協議致します。 

 

《全体を通して》 

☆ その都度最初に「委託（受託）契約書」を交わします。 

☆ 各業務項目の組み合わせにより、合計金額をご請求申し上げます。 

☆ 案件に応じてご提案内容、金額等の見直しをさせていただく場合があります。 

 

Ⅲ 専門外士業等紹介  

 

仲間内の他士業専門家等をご紹介します。（新潟県内に限ります。／紹介無料） 

 

△ 弁護士（裁判、民事、刑事事件など） 

△ 司法書士（登記、成年後見など） 

△ 会計士（事業承継など） 

△ 税理士（税務関係など） 

△ 行政書士（出入国関係など） 

△ 弁理士（特許、商標関係など） 

△ 労働保険事務組合（事業主等労災特別加入など） 

△ 中小企業診断士（経営改善など） 

△ ホームページ作成代行 

△ OA 機器等社内整備全般、フォロー 

△ ライフプランナー 

△ その他の士業等専門家 


